
 - 1 - 

令和６年２月第１７２回定例  農業委員会総会議事録 

 

令和６年２月９日（金） 

安土町総合支所防災センター２階会議室 

 

 

日 程 

 

     第１  会議録署名委員の指名 

 

第２  議案上程 

 

 

 

議第６７４号   農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

議題６７５号   農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

議第６７６号   農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

議第６７７号   農用地利用集積等促進事業(案)について 

議第６７８号   農地法第５２条の規定による農地賃借料情報等の提供について 

 

 

報告第４１５号  農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の受理について 

報告第４１６号  その他の専決報告について 
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開会 午前９時００分 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 委員の皆様ご苦労様です。 

 それでは、早速ですが定刻となりましたので、令和６年２月第１７２

回定例総会の開会をお願い致します。 

また、会議規則第５条の規程により会長が議長となりますので

西川会長よろしくお願いします。 

 

本日は、お忙しいところ、ご参集をいただきご苦労さまです。

また、総会終了後には研修会を予定していますのでよろしくお願

いします。 

 

それでは、近江八幡市農業委員会会議規則に則り進行させてい

ただきたいと思います。 

本日の欠席者はなし。会議規則第６条により、委員の過半数が 

出席しておりますので、２月総会が成立していることを報告いた

します。 

それでは、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に

基づき、令和６年２月第１７２回定例総会を、ただ今から開催し

ます。 

 

先ず、日程第１ 会議録の署名委員の指名ですが、 

     ２番  水 平作 委員 

     ３番  岡田 繁蔵 委員のご両名を指名しますので

よろしくお願い致します。 

 

次に、日程第２ 議案の上程に入ります。 

議第 ６７４ 号 農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについてを議題といたします。事務局の議案説明

を求めます。 

 

 議第６７４号、農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて、を議案朗読及び説明させていただきま

す。お手元の地図を合わせてご覧下さい。 

 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対し、本委員会の



 - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定を求める。令和６年２月９日提出、近江八幡市農業委員会会

長、西川進。 

 番号１、土地の所在地、円山町１４９０番、登記地目、現況地

目とも田、登記面積2,188㎡、同じく円山町１４９１番、登記地

目、現況地目とも田、登記面積2,652㎡、世帯の経営面積、渡人

51.7アール、受人0アールで今回の申請面積48.4アールとなりま

す。渡人につきましては、円山町１３５番地、西川和宏、受人に

つきましては、慈恩寺元１１番地、公益財団法人近江兄弟社、代

表理事、三ツ浪健一、契約内容は賃貸借、貸渡理由につきまして

は、規模縮小、借受理由につきましては、農業を活用した障がい

者等の就労支援事業でございます。 

 番号２、土地の所在地、安土町下豊浦９３４２番、登記地目、

現況地目とも畑、登記面積247㎡、世帯の経営面積、渡人2.5ア

ール、受人111.0アールで今回の申請面積を合わせますと113.

5アールとなります。渡人につきましては、安土町下豊浦５０６

０番地２、小西留三、受人につきましては、安土町下豊浦４２１

７番地、竹田清、契約内容は売買、譲渡理由につきましては、管

理困難、譲受理由につきましては、隣接農地と一体利用でござい

ます。 

 番号３、土地の所在地、北之庄町１６０６番、登記地目、現況

地目とも田、登記面積2,991㎡、同じく北之庄町１６０７番、登

記地目、現況地目とも田、登記面積2,989㎡、同じく北之庄町１

６０９番、登記地目、現況地目とも田、登記面積2,381㎡、同じ

く北之庄町１６１０番、登記地目、現況地目とも田、登記面積2,

331㎡、同じく北之庄町１６１１番、登記地目、現況地目とも田、

登記面積2,690㎡、世帯の経営面積、渡人138.6アール、受人4

1.1アールで今回の申請面積を合わせますと174.9アールとなり

ます。渡人につきましては、北之庄町１１４８番地、福永武治、

受人につきましては、北之庄町６１５番地１、株式会社キャンデ

ーファーム、代表取締役、山本昌仁、契約内容は売買、譲渡理由

につきましては、規模縮小、譲受理由につきましては、規模拡大

でございます。 

 番号４、土地の所在地、東川町１３３３番、登記地目、現況地

目とも田、登記面積843㎡、同じく東川町１３４２番、登記地目、

現況地目とも畑、登記面積91㎡、同じく東川町１３４６番、登記
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

地目、現況地目とも田、登記面積2,539㎡、東川町１３６１番、

登記地目、現況地目とも田、登記面積3,155㎡、同じく東川町１

３６２番、登記地目、現況地目とも田、登記面積2,746㎡、世帯

の経営面積、渡人93.7アール、受人93.3アールで今回の申請面

積を合わせますと187アールとなります。渡人につきましては、

東川町１６０番地、山本弘子、受人につきましては、東川町３３

７番地、佐橋武夫、契約内容は売買、譲渡理由につきましては、

離農、譲受理由につきましては、相手方の要望でございます。 

 番号５、土地の所在地、土田町１３３１番１、登記地目、現況

地目とも田、登記面積1,503㎡、世帯の経営面積、渡人14.1アー

ル、受人49.5アールです。渡人につきましては、中村町１４番地

１７、平内隆樹、持分２分の１、受人につきましては、中村町５

１２番地、中村文明、持分２分の１、契約内容は贈与、譲渡、譲

受理由とも共有農地の持分移転でございます。 

 番号６、土地の所在地、土田町１３３１番３、登記地目、現況

地目とも田、登記面積1,410㎡、世帯の経営面積、渡人49.5アー

ル、受人14.1アールです。渡人につきましては、中村町５１２番

地、平内文明、持分２分の１、受人につきましては、中村町１４

番地１７、平内隆樹、持分２分の１、契約内容は贈与、譲渡、譲

受理由とも共有農地の持分移転でございます。 

以上の農地法第３条第１項の案件全てにつきまして、「農地法

第３条審査書」に基づき、農地法第３条第２項第１号のいわゆる

全部効率要件、農地法第３条第２項第４号の常時従事要件、農地

法第３条第２項第６号の周辺地域との調和条件（及び農地法第３

条３項）に照らし許可しうるものと判断し、議案とさせていただ

きました。ご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 ありがとうございました。 

 議題といたしました案件の中で、確認をされました担当委員の

方で追加及び補足説明等がございましたら、発言をお願いします。 

 

（特になしの声） 

 

特に補足説明もないようですので、皆様にお伺いいたします。 

 質問や意見はございませんか。 
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委 員 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 番号３の案件ですが、本当に農機具を使わずに耕作できるので

しょうか。 

 

 現在もラコリーナ前の圃場で環境再生型農業を実践され、従業

員が手作業で耕作されています。また、田植や収穫時には体験参

加者を募集し、大勢で作業をされているため問題ないと考えます。 

 

 質問も意見もないようでありますので、採決に入ります。 

議第 ６７４ 号 農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについてを原案どおり許可することに異議ござい

ませんか。 

 

   （異議なしの声） 

 

 ご異議なしと認めます。 

よって、原案どおり許可することに決定いたします。 

 

それでは次に、議第 ６７５ 号、農地法第４条第１項の規定に

よる申請に対し、許可をすることについて、及び、議第 ６７６ 

号、農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をするこ

とについてを、議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

 議第６７５号、農地法第４条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて、を議案朗読及び説明させていただきま

す。 

 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対し、本委員会の

決定を求める。令和６年２月９日提出、近江八幡市農業委員会会

長、西川進。 

 番号１、土地の所在地、小田町２４５番、登記地目、畑、現況

地目、宅地、申請面積115㎡、申請人につきましては、京都市山

科区川田御出町３２番地の２２、中川八重子、外１名、申請地は、

小田町の集落内の農地で、街区中の宅地率が４０％を超えますこ

とから、農振白地の第３種農地と判断をいたしました。転用目的

は、住宅敷地で、現地は昭和４８年頃に造成され、既に住宅敷地
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

として利用されています。今回申請人が相続をし、土地の整理を

したところ当該地が転用できていないことが判明したために申請

されたものです。てん末案件ではございますが、立地基準上やむ

を得ず許可できるものと判断をいたしました。 

 続きまして、議第６７６号、農地法第５条第１項の規定による

申請に対し、許可をすることについて、を議案朗読及び説明させ

ていただきます。 

 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対し、本委員会の

決定を求める。令和６年２月９日提出、近江八幡市農業委員会会

長、西川進。 

 番号１、土地の所在地、白王町７９５番、登記地目、畑、現況

地目、宅地、申請面積208㎡、同じく白王町７９８番、登記地目、

畑、現況地目、雑種地、申請面積52㎡、同じく白王町７９８番１、

登記地目、畑、現況地目、雑種地、申請面積33㎡、渡人につきま

しては、東近江市瓜生津町１１９７番地、藤川かおる、外２名、

受人につきましては、白王町８０５番地、土田真洋、申請地は、

白王町の集落内の農地で、住宅等が連たんしている区域にありま

すことから農振白地の第３種農地と判断をいたしました。契約内

容は、売買です。転用目的は、住宅敷地及び露天物置で、現地は

昭和４０年頃に造成され、当時は牛舎として利用されていました

が、現在は牛舎を取り壊し住宅敷地及び物置として利用されてい

ます。今回相続した土地を売買するにあたり、当該地が転用でき

ていなかったことが判明したため申請されたものです。てん末案

件ではございますが、立地基準上やむを得ず許可できるものと判

断をいたしました。 

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

議第 ６７５ 号、農地法第４条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて、及び、議第 ６７６ 号、農地法第５条

第１項の規定による申請に対し、許可をすることについては、現

地踏査を行っていただいておりますので、その報告を求めます。 

結果報告を、 ２１番 江南 種次委員、よろしくお願いしま

す。 
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委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 去る、１月３１日に、議第 ６７５ 号、農地法第４条第１項の

規定による申請に対し、許可をすることについて、及び、議第 

６７６ 号 農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可を

することについて１９番 田畑 利彦委員、２０番 平田 進委

員と私、及び事務局職員で現地踏査を行い、協議した結果を報告

します。 

第４条許可申請１件、第５条許可申請１件、計２件の案件につ

いて、いずれもてん末案件であり、先程事務局より説明のありま

したとおり、立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいた

しました。以上、現地踏査 結果報告を終わります。 

 

ご苦労さまでした。ただ今の案件で質問や意見はございません

か。 

 

  （特になしの声） 

 

 質問も意見もないようでありますので、採決に入ります。 

ただ今の現地踏査の説明のとおり、原案どおり許可相当とする

ことにご異議ございませんか。 

   

 （異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、提案どおり許可相当とすることに認めます。 

 

 それでは次に 

議第 ６７７ 号 農用地利用集積等促進計画(案)についてを議

題といたします。 事務局の説明を求めます。 

 

 議第６７７号、農用地利用集積等促進計画（案）について、農

地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定によ

り、近江八幡市長より別紙のとおり農用地利用集積促進計画（案）

の提出があったので、意見を求める。上記の議案を提出する。令

和６年２月９日、近江八幡市農業委員会会長、西川進。 

こちらにつきましては、農地中間管理事業において、滋賀県農
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議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

地中間管理機構が地権者から借受けた農地を借受け希望者へ貸付

ける際に、農用地利用集積等促進計画案を作成し、農業委員会か

ら意見を聴取することとなっておりますので、農業委員会の総会

にてご審議をお願いするものでございます。 

今回はP６・７の地権者が農地中間管理機構を通じて耕作者に

貸付ける案件３５件と８Pの耕作者変更が１件でございます。な

お、本件につきましては、かなりの件数でございます。それぞれ

番号１についてのみ紹介させて頂きます。 

番号１、権利の設定をする者、野洲市富波乙１７７番地３、エ

ルプラス祇王１０３号室、権利を設定する土地、安土町上出１３

１１、田、300㎡、設定する権利、賃借権、令和６年４月１日か

ら令和１６年１２月３１日までの１０年９カ月、１０アールあた

り7,000円、権利の設定を受ける者につきましては、農事組合法

人ファームにしおいそ、近江八幡市安土町西老蘇１７８３番地で

ございます。 

８Ｐ、耕作者変更ですが、番号１、権利の設定を受ける者、株

式会社ブルースカイファーム、浅小井町６６９番地、権利を設定

する土地、円山町１７２６、田、3,311㎡、設定する権利、賃借

権、令和５年４月１日から令和１３年１２月３１日までの７年９

カ月、１０アールあたり10,000円です。前の耕作者は、農事組

合法人浅小井農園でございます。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

皆様にお伺いいたします。ただ今の案件で質問や意見はござい

ませんか。 

 

  （特になしの声） 

 

 質問も意見もないようでありますので、採決に入ります。 

 議第 ６７７ 号 農用地利用集積等促進計画(案)については、

原案どおり承認とすることにご異議ございませんか。 

 

   （異議なしの声） 

 

 ご異議なしと認めます。 
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

よって、原案どおり承認することに決定いたします。 

 

それでは次に 

議第 ６７８ 号 農地法第５２条の規定による農地賃借料情報

等の提供についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

 議第６７８号、農地法第５２条の規定による農地賃借料情報等

の提供について、農地法第５２条に基づき、下記のとおり賃借料

情報を提供することについて、審議を求める。令和６年２月９日、

近江八幡市農業委員会会長、西川進。 

 こちらについては、令和５年の１月から１２月までに締結（公

告）された賃貸借における賃借料水準（10ａ当たり）を示してお

ります。ただし、農地法第５２条の規定に基づき、農地の賃貸借

の際に目安としていただくため、情報提供するものです。賃借料

を決定する際には、ほ場の区画や畦畔・用排水路の状態等に応じ

て当事者間で相談し調整となります。 

 議案書中の表は、昨年分の１０ａ当りの賃借料情報のデータで

ございます。尚、地域の特殊要因や物納については注意書きによ

り表記をさせて頂いております。 

まず、田の賃借料の最多価格帯は１万円、データ数は８５０筆中

５３３筆、全体の６２％がこれに該当しております。最高額は、

３万円で、最低額は、千円でございました。 

次に畑の賃借料の最多価格帯は１万円・１万１千円、データ数は

１２筆中５筆でした。最高額は、１万１千円で、最低額は、千円

で南津田町でございました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

皆様にお伺いいたします。ただ今の案件で質問や意見はござい

ませんか。 

 

  （特になしの声） 

 

 質問も意見もないようでありますので、採決に入ります。 

議第 ６７８ 号 農地法第５２条第１項の規定による農地賃借料
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報等の提供については、原案どおり承認することにご異議ござ

いませんか。 

 

   （異議なしの声） 

 

 ご異議なしと認めます。 

よって、原案どおり承認いたします。 

それでは、次に報告第 ４１５ 号 農地法第５条第１項第６号

の規定による農地転用届出の受理について、及び、報告第 ４１６

 号 その他の専決報告について、事務局の説明を求めます。 

 

 報告第４１５号、農地法５条第１項第６号の規定による農地転

用届出の受理について、を報告させていただきます。 

 農地法第５条第１項第６号の規定に基づき同法施行令第１０条

の規定により、次のとおり会長あて届出があり、受理したので報

告する。令和６年２月９日、近江八幡市農業委員会事務局長。 

 番号１、土地の表示、安土町下豊浦５００７番、畑、158㎡、

同じく安土町下豊浦５０１２番１、畑、69㎡、同じく安土町下豊

浦５０１７番２、畑、82㎡、渡人につきましては、安土町下豊浦

４９９９番地、溝井秀次、同じく安土町下豊浦５００８番、畑、

221㎡、同じく安土町下豊浦５０１１番、畑、350㎡、渡人につ

きましては、安土町下豊浦４２４９番地、平尾弘、同じく安土町

下豊浦５０１０番、畑、459㎡、渡人につきましては、安土町下

豊浦４９９１番地、福井美智子、以上合計６筆、1,339㎡の受人

につきましては、金剛寺町３５９番地１、ＡＬＬ・ＩＮ株式会社、

代表取締役、畠山典之、受理日及び受理番号、令和６年１月１２

日、５１５番、理由につきましては、分譲住宅、区分は売買でご

ざいます。 

 続きまして、議第４１６号、その他の専決報告について、農地

法関連に基づくその他の専決について、次のとおり報告する。令

和６年２月９日、近江八幡市農業委員会事務局長。 

 １、農地法第１８条第６項の規定に基づく賃貸借契約（使用貸

借を含む）の合意解約通知の受理について、こちらにつきまして

は、使用貸借契約解除が１件、賃貸借契約解除が２２件、計２３

件ございました。 
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 ２、農地形状変更申出について、①若宮町８８番１、田、376

㎡を畑届、届出人につきましては、若宮町３５８番地１、重田将

利、令和６年１月２２日受理でございます。 

 ３、農地法施行規則第５３条第１項第１１号に基づく協議につ

いて、目的、電気事業者の行う敷地改良工事、契約の種類、賃貸

借、１、所在地、安土町石寺２６４７番の一部、地目、田、3,32

6㎡の内364.8㎡、貸人につきましては、安土町石寺２６４番地、

山本庄平、同じく安土町石寺２８５５番１の一部、田、1,479㎡

の内392.19㎡、貸人につきましては、安土町石寺１１８８番地、

小林彦文、２、所在地、馬淵町３５３３番の一部、田、2,777㎡

の内157.14㎡、貸人につきましては、馬淵町２４１７番地、小

林まち子、３、所在地、安土町上出１２０８番の一部、田、769

㎡の内189.29㎡、貸人につきましては、安土町西老蘇７４０番

地、坪田安夫、同じく安土町上出１１１１番の一部、田、2,160

㎡の内198.87㎡、貸人につきましては、安土町東老蘇１７３８

番地、澤和子、同じく安土町石寺２９６３番の一部、田4,483㎡

の内203.99㎡、貸人につきましては、安土町石寺１３５８番地、

山梶利幸、以上１～３の借人につきましては、大津市におの浜４

－１－５１、関西電力送配電株式会社、滋賀本部、本部長、岡本

年秀でございます。 

 ４、竹町墓地移設整備事業について、事業主、近江八幡市長、

事業地、竹町１１３１番１、地目、田、面積1,004㎡、目的、日

野川改修工事に伴う墓地の移設、期間、令和６年３月着工予定、

令和６年８月完了予定でございます。 

 以上でございます。 

 

ただ今の、報告第 ４１５ 号農地法第５条第１項第６号の規定

による農地転用届出の受理について、及び、報告第 ４１６ 号 そ

の他の専決報告について、質問等はございませんか。 

 

 （特になしの声） 

 

 それでは、質問や意見等もないようであります。これらは報告

案件でございますので、了解いただきたいと存じます。 
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議 長 

 

 

 

西川 進 

 以上で本日の総会日程は終了しました。 

 これをもちまして第 １７２ 回定例農業委員会総会を閉会しま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

閉会  午前９時４５分 

 

   会議規則第２１条の規定により下記に署名する。 

 

   近江八幡市農業委員会会長 

 

 

      会議録署名委員               委員 

 

会議録署名委員               委員 

 

 

 

 

 

 

 

 


